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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

連結経営指標等 

  

 
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

2 潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益については、表示単位未満で希薄化が生じております。 

  

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 
第96期 

第1四半期連結累計(会計)期間 
第95期 

会計期間 
自 2008年4月1日 

至 2008年6月30日 

自 2007年4月1日 

至 2008年3月31日 

売上高 （百万円） 34,418 149,775

経常利益 （百万円） 2,737 12,661

四半期（当期）純利益 （百万円） 790 6,096

純資産額 （百万円） 103,793 104,582

総資産額 （百万円） 190,070 187,349

1株当たり純資産額 （円） 567.85 572.24

1株当たり四半期（当期） 
純利益 

（円） 4.38 33.39

潜在株式調整後1株当たり 
四半期（当期）純利益 

（円） 4.38 33.39

自己資本比率 （％） 54.0 55.2

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

（百万円） △1,495 14,995

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

（百万円） △3,421 △8,584

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

（百万円） 5,432 △4,757

現金及び現金同等物の   
四半期末（期末）残高 

（百万円） 6,593 6,120

従業員数 （名） 3,942 3,882
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 当第1四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。なお、事業の種類別セグメントについて、従来、樹脂製品事業に含めておりましたクレハ エ

クステック㈱は、事業再編により機能製品事業の割合が増加し、今後もこの傾向が予想されるため、機能製

品事業として区分することに変更いたしました。当該変更がセグメントに与える影響は軽微であるため、当

該箇所への記載は省略しております。 

  

  

当第1四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

(1) 連結会社の状況 

2008年6月30日現在 

 
(注)  1 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員であります。 

 2 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当第1四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。 

 3 臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。 

  

(2) 提出会社の状況 

2008年6月30日現在 

 
(注)  従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(名) 3,942 〔757〕 

従業員数(名) 1,302 
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第２ 【事業の状況】 

(1) 生産実績 

 当第1四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

 
(注) 1 金額は平均販売単価によっております。 

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

 当第1四半期連結会計期間におけるその他事業のうち、土木・建築工事の施工請負等の受注実績は次のと

おりであります。なお、これ以外の製品については見込生産を行っております。 

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

(3) 販売実績 

 当第1四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称  生産高(百万円) 

機能製品事業 7,791 

化学製品事業 4,608 

樹脂製品事業 8,698 

合計 21,098 

事業の種類別セグメントの名称  受注高(百万円)  受注残高(百万円) 

その他事業 4,203 16,208 

事業の種類別セグメントの名称  販売高(百万円) 

機能製品事業 9,931 

化学製品事業 8,057 

樹脂製品事業 10,632 

その他事業 5,797 

合計 34,418 
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(1) 技術援助契約 

 
(注) 契約期限が2010年6月から2015年6月までに延長になりました。 

 ※  対価はランニング・ロイヤリティであります。  

  

(2) 販売契約 

 
(注) 契約期限が2010年6月から2015年6月までに延長になりました。 

  

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。なお、当年度は四半期報告制度の導入初年度であるため、「(1)経営成績の

分析」及び「(3)キャッシュ・フローの状況」において比較、分析に用いた前年同期数値は、独立監査人

による四半期レビューを受けておりません。 

  

(1) 経営成績の分析 

当第1四半期のわが国経済は、引き続く原燃料高のなか、米国の金融システム不安、新興国の資源

格差等が徐々に拡大し、景気を支える主要因である輸出に陰りが見えてまいりました。個人消費は、

生活必需品を中心とする値上がりに対して引き締め姿勢が強まり、企業の設備投資にも慎重さが目立

ってまいりました。 

化学工業におきましては、さらなる原燃料価格高騰に対して製品価格転嫁の努力を継続してまいり

ましたが、自動車、電気・電子関連等の需要先における対米輸出が減少するなど、製品価格転嫁浸透

に厳しさが増すのみならず、需要減退も懸念されるところとなりました。 

当社及びグループ各社はこのような状況のもと、「新中期経営計画Big Jump」（略称：「中計

Big Jump」）最終年度に当たる当期において、新規開発品の事業化及び加速化を図ると共に、既存事

業の売上げ拡大、コスト削減に一層取り組むことにより、引き続き採算性向上に努めた結果、当第1

四半期の売上高は344億18百万円、営業利益は25億74百万円、経常利益は27億37百万円となりまし

た。 

四半期純利益につきましては、特別損失として「棚卸資産の評価に関する会計基準」を当期首在庫

の評価から適用したことに伴う簿価切下額の計上をした結果、7億90百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

①機能製品事業 

機能樹脂分野では、PPS樹脂は自動車用途及び電気・電子素材用途の需要拡大が一服し、米国にお

ける合弁事業も米自動車産業不振の波を受け、原燃料高及び前期までの設備投資の定率償却負担が重

しとなって、前年同期に比べ売上げ、営業利益共に減少いたしました。 

２ 【経営上の重要な契約等】

会社名 契約先 国別 内容 対価 契約期間 備考

当社 BASF Agro B.V. オランダ 

欧州・南米向け農業用殺菌剤

「メトコナゾール」の製剤化

及び販売の実施許諾 

※ 
1995年7月から 

2015年6月まで 
―

会社名 契約先 国別 内容 契約期間 備考

当社 BASF Agro B.V. オランダ 
欧州・南米向け農業用殺菌剤

「メトコナゾール」の販売 

1995年7月から 

2015年6月まで 
―

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

─ 5 ─



ふっ化ビニリデン樹脂は工業用素材用途及びリチウムイオン二次電池用バインダー用途の需要が堅

調であり、一部出荷が期ずれとなったものの、設備投資の定率償却負担が減少したこともあり、前年

同期に比べ売上げ、営業利益共に増加いたしました。 

炭素製品分野では、炭素繊維は高温熱処理炉用断熱材用途の需要拡大に対応して生産能力増強を継

続しており、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ増加いたしましたが、球状活性炭は輸出が減少

し、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ減少いたしました。 

電気・電子素材用途向けの金属蒸着フィルムは、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ増加いたし

ました。 

この結果、本セグメントの売上高は99億31百万円、営業利益は8億18百万円となりました。 

  

②化学製品事業 

医薬・農薬分野では、慢性腎不全用剤「クレメジン」は売上げが増加、抗悪性腫瘍剤「クレスチ

ン」は売上げが減少、麦・菜種用殺菌剤「メトコナゾール」は第2四半期の計画分も含め輸出が増加

して、この分野の営業利益は前年同期に比べ増加いたしました。 

工業薬品分野では、引き続く原燃料価格高騰のなか、か性ソーダ・塩酸等の無機薬品類は製品価格

転嫁を進めましたが、販売数量は減少し、クロルベンゼン類は販売数量増となったものの、輸出を中

心に販売価格が軟調に推移し、この分野の営業利益は前年同期に比べ減少いたしました。 

この結果、本セグメントの売上高は80億57百万円、営業利益は11億8百万円となりました。 

  

③樹脂製品事業 

コンシューマー・グッズ分野では、家庭用ラップ「NEWクレラップ」は5年連続のリニューアルによ

り植物生まれのプラスチック刃の導入を開始し、ふっ化ビニリデン釣糸「シーガー」は新製品を追加

するなど、両製品共に改良された商品価値を反映する市場価格形成に注力し、この分野の売上げ、営

業利益共に前年同期に比べ増加いたしました。 

業務用食品包装材分野では、国内については、ラミネート用ハイバリア・フィルム「ベセーラ」、

多層ボトルの売上げは減少いたしましたが、塩化ビニリデン・フィルム、熱収縮多層フィルムの売上

げは増加し、樹脂加工子会社を含めた採算改善に注力して、欧州子会社の販売出遅れはありました

が、この分野の営業利益は前年同期に比べ増加いたしました。 

包装機械は国内において新型のクリップレス自動充填結紮機の大口出荷が一巡し、中国向けの塩化

ビニリデン・コンパウンドは販売価格引上げを優先して数量減となったため、両製品共に営業利益は

前年同期に比べ減少いたしました。 

この結果、本セグメントの売上高は106億32百万円、営業利益は5億39百万円となりました。 

  

④その他事業 

環境関連分野では、産業廃棄物処理の増加に加え環境修復工事の受注増加があり、又、環境アセス

メント事業並びに土壌汚染調査等の受注の増加もあり、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ増加い

たしました。 

建設関連分野では、前期での建築基準法改正の影響により遅れていた工事の完工に加え、プラント

建設での大型焼却炉設備工事の計上があったこと等により、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ大

幅に増加いたしました。 

運輸・倉庫関連分野では、運送部門の競争激化による販売の落ち込みを倉庫部門の数量増加で一部

補ったものの、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ減少いたしました。 

この結果、本セグメントの売上高は57億97百万円、営業利益は2億37百万円となりました。 
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所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

①日本 

機能製品事業は、機能樹脂分野では、PPS樹脂は自動車用途及び電気・電子素材用途の需要拡大が

一服し、原燃料高及び前期までの設備投資の定率償却負担が重しとなって、前年同期に比べ売上げ、

営業利益共に減少いたしました。ふっ化ビニリデン樹脂は工業用素材用途及びリチウムイオン二次電

池用バインダー用途の需要が堅調であり、設備投資の定率償却負担が減少したこともあり、前年同期

に比べ売上げ、営業利益共に増加いたしました。炭素製品分野では、炭素繊維は高温熱処理炉用断熱

材用途の需要拡大に対応して生産能力増強を継続しており、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ増

加いたしましたが、球状活性炭は輸出が減少し、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ減少いたしま

した。 

化学製品事業は、医薬・農薬分野では、慢性腎不全用剤「クレメジン」は売上げが増加、抗悪性腫

瘍剤「クレスチン」は売上げが減少、麦・菜種用殺菌剤「メトコナゾール」は輸出が増加して、この

分野の営業利益は前年同期に比べ増加いたしました。工業薬品分野では、引き続く原燃料価格高騰の

なか、か性ソーダ・塩酸等の無機薬品類は製品価格転嫁を進めましたが、販売数量は減少し、クロル

ベンゼン類は販売数量増となったものの、輸出を中心に販売価格が軟調に推移し、この分野の営業利

益は前年同期に比べ減少いたしました。 

樹脂製品事業は、コンシューマー・グッズ分野では、家庭用ラップ「NEWクレラップ」、ふっ化ビ

ニリデン釣糸「シーガー」共に改良された商品価値を反映する市場価格形成に注力し、この分野の売

上げ、営業利益共に前年同期に比べ増加いたしました。業務用食品包装材分野では、国内について

は、ラミネート用ハイバリア・フィルム「ベセーラ」、多層ボトルの売上げは減少いたしましたが、

塩化ビニリデン・フィルム、熱収縮多層フィルムの売上げは増加し、この分野の営業利益は前年同期

に比べ増加いたしました。包装機械は国内において新型のクリップレス自動充填結紮機の大口出荷が

一巡し、中国向けの塩化ビニリデン・コンパウンドは販売価格引上げを優先して数量減となったた

め、両製品共に営業利益は前年同期に比べ減少いたしました。 

その他事業は、環境関連分野では、産業廃棄物処理の増加に加え環境修復工事等の受注増加があ

り、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ増加いたしました。建設関連分野では、前期での建築基準

法改正の影響により遅れていた工事の完工に加え、プラント建設での大型焼却炉設備工事の計上等に

より、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ大幅に増加いたしました。運輸・倉庫関連分野では、運

送部門の落ち込みを倉庫部門の数量増加で一部補ったものの、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ

減少いたしました。 

この結果、本セグメントの売上高は306億13百万円、営業利益は20億68百万円となりました。 

  

②ヨーロッパ 

機能製品事業は、炭素繊維、ふっ化ビニリデン樹脂の需要拡大があり、前年同期に比べ売上げ、営

業利益共に増加いたしました。樹脂製品事業は、業務用食品包装材分野において新規フィルムの販売

出遅れがあり、売上げ、営業利益共に減少いたしました。 

この結果、本セグメントの売上高は30億68百万円、営業利益は2億23百万円となりました。 
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③その他の地域 

米国におけるPPS樹脂の合弁事業は自動車産業不振の波を受け、その投資利益が減少いたしまし

た。中国のうち、炭素繊維加工事業は原価低減を主目的として当社による購入販売が大部分を占める

なか中国国内の外部顧客への売上げ増加を徐々に進め、家庭用ラップ販売事業は市場の立ち上がりに

時間を要しております。 

この結果、本セグメントの売上高は7億36百万円、営業利益は2億19百万円となりました。 

  

(2) 財政状態の分析 

当第1四半期末の資産の部につきましては、流動資産は、建設関連分野の完工による売上債権の回

収、原燃料価格高騰によるたな卸資産の増加などの差引きとして、前期末に比べ10億51百万円増の

705億39百万円となりました。有形固定資産は、海外事業を含む高水準の設備投資が償却費増加を上

回り、前期末に比べ12億1百万円増の729億65百万円となりました。投資その他の資産は、投資有価証

券の時価評価が前期末より若干回復したこと、為替変動による持分法適用関連会社への投資勘定の減

少などの差引きとして、前期末に比べ5億8百万円増の456億70百万円となりました。以上の結果、資

産合計は、前期末に比べ27億21百万円増の1,900億70百万円となりました。 

負債の部につきましては、有利子負債は社債の増加と借入金の減少との差引きとして、前期末に比

べ60億80百万円増の381億20百万円となり、賞与及び法人税等の支出に伴う賞与引当金及び未払法人

税等の減少などにより、負債合計として前期末に比べ35億10百万円増の862億77百万円となりまし

た。 

純資産の部につきましては、四半期純利益7億90百万円に対して剰余金の配当等を実施した結果、

利益剰余金が1億7百万円減少し、株式の評価差額金が3億27百万円増加、為替換算調整勘定が10億17

百万円減少したことなどにより、純資産合計として前期末に比べ7億89百万円減の1,037億93百万円と

なりました。 

このような総資産の変動は、原燃料価格高騰、為替変動などの外部要因を除いて、海外における設

備投資の増加と対応する外部資金調達など新たな事業展開の動きを表したものであります。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況 

当第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは14億95百万円の支出となり、前年同期に比べ22

億4百万円収入が減少いたしました。これは前年同期に比べ税金等調整前四半期純利益が5億14百万円減

少したこと、及び運転資本の増加により資金が減少したことによるものです。投資活動によるキャッシ

ュ・フローは34億21百万円の支出となり、前年同期に比べ22億5百万円の支出増加となりました。これ

は設備投資による支出が増加したこと、及び前期における投資有価証券の償還等による収入が今期はな

かったことによるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは54億32百万円の収入となり、前年同

期に比べ46億99百万円の収入増加となりました。これは当第1四半期において100億円の社債発行を行っ

たことに伴い、資金調達額が前年同期に比べ大きく増加したことが要因であり、短期借入金返済増加等

の資金減少要因もありましたが、全体としては上述の収入増加となったものです。以上の結果、現金及

び現金同等物の当第1四半期末残高は、前期末に比べ4億73百万円増加し、65億93百万円となりました。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第1四半期において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあ

りません。なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めてお

り、その内容等（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は以下の通りであります。 

株式会社の支配に関する基本方針等 

当社は、2007年3月12日に開催された取締役会において、特定株主グループの議決権割合を20％以上

とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％

以上となる当社株券等の買付行為及びこれに類する行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が

同意したものを除き、又、市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かか

る買付行為等を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為等を行う者を「大規模買付者」といいま

す。）に対する対応策（以下「本対応策」といいます。）を決定いたしました。 

その後、当社は本対応策のあり方について更なる検討を行い、その結果、その内容の一部を変更した

上で、定時株主総会での株主の承認を条件として本対応策を再導入することを2007年5月15日開催の取

締役会において決議し、同年6月27日開催の定時株主総会において本対応策は承認されました。 

①株式会社の支配に関する基本方針 

ア．当社の株式は譲渡自由が原則であり、当社の株主は、市場での自由な取引を通じて決まるもの

であります。従って、当社は、当社経営の支配権の移転を伴うような買付提案等に応じるかど

うかの判断も、最終的には株主全体の自由な意思に基づき行われるべきものと考えておりま

す。 

一方、当社グループは、公表済みの「中期経営計画Big Jump」で定めた事業戦略を機動的に実

行し、「既存事業の強化と更なる拡大」及び「新規事業の早期立ち上げ」を通して、企業価

値・株主共同の利益の向上を重視した経営を行っております。 

イ．当社の企業価値・株主共同の利益の向上に資するものであれば、当社の株式を大量に取得し

当社の経営に関与しようとする買付を否定するものではございませんが、当社株式の買付等の

提案を受けた場合に、それが当社の企業価値・株主共同の利益に影響をおよぼすか否かにつき

当社株主の皆様が適切に判断されるためには、当社株式の買付等の提案をした者による買付後

の当社の企業価値・株主共同の利益の向上に向けた取組み等について当社株主の皆様に十分に

把握していただく必要があると考えております。 

ウ．しかし、当社株式の買付等の提案の中には、会社や株主に対して買付に係る提案内容や代替

案等を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑

み、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、買付に応じることを株

主に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が会社の有する本来の企業価値・株主共同

の利益に照らして不十分又は不適切であるもの等、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損す

るおそれをもたらすものも想定されます。 

当社は、このような企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付

行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては適切で

はないと考えております。 

②基本方針の実現に資する特別な取組み 

当社は、「中期経営計画Big Jump」の達成とコーポレート・ガバナンス（企業統治）の確立及

び内部統制の強化の両面から当社の企業価値・株主共同の利益の向上に取組んでおります。 
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み 

基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組みとしての本対応策の概要は以下のとおりであります。 

ア．大規模買付ルール導入の目的 

当社取締役会は、大規模買付行為が行われる場合に、買付に応じるべきか否かを株主の皆様に

適切に判断いただけるように、当社取締役会が大規模買付者から必要な情報を入手すると共

に、その大規模買付行為や買付提案を評価・検討する時間を確保し、株主の皆様へ代替案も含

めた判断のために必要な情報を提供することを目的として、大規模買付ルールの導入を決定い

たしました。 

イ．大規模買付ルールの内容 

当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、(ⅰ)事前に大規模買付者が取締役会に対して

必要かつ十分な情報を提供し、(ⅱ)取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付

行為を開始する、というものであります。 

大規模買付ルールの具体的な手続きとして、大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場

合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従う旨の誓約等を記載した意向表明書

をご提出いただきます。それに対し当社は、意向表明書受領後5営業日以内に、株主の皆様の判

断及び取締役会としての意見形成のために、大規模買付者から取締役会に対して提供いただく

べき必要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」といいます。）のリストを当該大規模買付者

に交付いたします。 

大規模買付者が取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）

のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合）又は90日間（その他の大規模買付行為の

場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下、「取

締役会評価期間」といいます。）といたします。大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過

後にのみ開始されるものといたします。 

ウ．大規模買付行為がなされた場合の対応策 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為

に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明し、又は、代替案を提示す

ることにより、株主の皆様を説得することに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対

抗措置はとりません。 

但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復

し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと、取締役会が

判断する場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当て等、会

社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとることがあります。 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわら

ず、取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無

償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対

抗する場合があります。 
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対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本対応策を適正

に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合

理性を担保するため、独立委員会を設置することといたしました。独立委員会の委員は3名以上

とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している

社外取締役、社外監査役ならびに社外有識者の中から選任いたします。 

取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問

し、独立委員会は大規模買付ルールが遵守されているか否か、十分検討した上で対抗措置の発

動の是非について勧告を行うものといたします。 

取締役会は、対抗措置を講じるか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するも

のといたします。 

エ．有効期間、継続及び廃止 

本対応策の有効期間は、2007年6月27日開催の定時株主総会の終結の時より3年間（2010年6月

に開催予定の定時株主総会の時まで）とし、以降、本対応策の継続（一部変更した上での継続

を含みます。）については定時株主総会の承認を経ることといたします。 

本対応策は、その有効期間中であっても①株主総会において本対応策を廃止する旨の決議が行

われた場合、又は②取締役会により本対応策を廃止する旨の決議が行われた場合には、その時

点で廃止されるものとします。又、取締役会は、本対応策の有効期間中であっても、株主総会

での承認の趣旨の範囲内で、本対応策を変更する場合があります。 

オ．株主・投資家に与える影響等 

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要

な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の

提示を受ける機会を確保することを目的としております。これにより株主の皆様は、十分な情

報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そ

のことが当社の企業価値・株主共同の利益の保護につながるものと考えております。 

対抗措置の発動時には、大規模買付者以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側面において

格別の損失を被るような事態は想定しておりません。 

但し、大規模買付者については、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利又

は経済的側面において不利益が発生する可能性があります。 

④上記項目②の取組みとして記載の「中期経営計画Big Jump」及び「コーポレート・ガバナンス

（企業統治）の確立及び内部統制の強化」ならびに③の取組みとして記載の本対応策の次に掲げる

要件への該当性に関する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由 

・当該取組みが基本方針に沿うものであること 

・当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと 

・当該取組みが当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと 

「中期経営計画Big Jump」及び「コーポレート・ガバナンス（企業統治）の確立及び内部統制

の強化」は、いずれも企業価値・株主利益の向上の実現を図るためのものであり、当社取締役

会は、その内容からして、基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、

当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

又、当社取締役会は、本対応策の策定に際して、以下を考慮することにより、本対応策が、上

記の基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではないと考えております。 
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ア．買収防衛策に関する指針の要件を充たしていること 

本対応策は、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」

（2005年5月27日 経済産業省・法務省）の定める三原則（1 企業価値・株主共同の利益の確

保・向上の原則、2 事前開示・株主意思の原則、3 必要性・相当性確保の原則）を充たして

おります。 

イ．株主共同の利益の確保・向上の原則をもって導入されていること 

本対応策は、大規模買付行為が行われる場合に、買付に応じるべきか否か株主の皆様に適切に

判断いただけるように、当社取締役会が大規模買付者から必要な情報を入手すると共に、その

大規模買付行為や買付提案を評価・検討する時間を確保し、株主の皆様へ代替案も含めた判断

のために必要な情報を提供することを可能とすることで、企業価値・株主共同の利益を確保

し、向上させるという目的をもって導入されるものであります。 

ウ．株主意思を尊重するものであること 

本対応策の有効期間は2007年6月27日開催の定時株主総会の終結の時より3年間とし、以降、本

対応策の継続については定時株主総会の承認を経ることとしております。本対応策は、その有

効期間中であっても株主総会において本対応策を廃止する旨の決議が行われた場合には、その

時点で廃止されるものとしております。 

なお、取締役の任期は従来通り1年とし、その点でも株主意思を尊重するものとなっておりま

す。 

エ．独立性の高い社外者の判断の重視 

本対応策を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断

の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置することといたしました。独立委員会

の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣か

ら独立している社外取締役、社外監査役ならびに社外有識者の中から選任いたします。本対応

策に記載の対抗措置をとる場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するために、まず取

締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、

独立委員会は大規模買付ルールが遵守されているか否か、十分検討した上で対抗措置の発動の

是非について勧告を行うものといたします。なお、独立委員会決議は、原則として、独立委員

会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います。（但し、委員に事故あるとき、

その他やむを得ない事情があるときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行

います。）取締役会は、対抗措置を講じるか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限

尊重するものとしております。 

オ．合理的な客観的要件の設定 

本対応策は、項目③－ウ．「大規模買付行為がなされた場合の対応策」にて記載したとおり、

合理的かつ詳細な客観的要件が充たされなければ発動されないように設定されており、当社取

締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものと考えております。 

  

(5) 研究開発活動 

当第1四半期における当社グループの研究開発費の総額は14億48百万円であります。 
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(6) 経営成績に重要な影響を与える要因の分析 

当社グループの事業分野は、PPS樹脂、ふっ化ビニリデン樹脂、炭素製品等を中心とする「機能製品

事業」、工業薬品、医薬品、農薬等を中心とする「化学製品事業」、食品包装材、家庭用品を中心とす

る「樹脂製品事業」、更に環境関連事業や上記事業に関連する設備建設・補修、物流等の事業を含む

「その他事業」と多岐にわたっており、地域的にも国内及び欧州、北米、中国において事業展開してお

ります。 

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には、国内外の景気

動向、製品の市場価格動向、原燃料価格の変動、予期し得ない重大な品質問題、国内の医療保険制

度における薬価改定、海外事業におけるカントリーリスク、為替相場の変動、株式市場における時

価や発行会社の財政状態の著しい変化、自然災害・事故等の発生、訴訟等があります。 

  

(7) 経営者の問題認識と今後の方針について 

今後のわが国の経済見通しにつきましては、引き続く原燃料高により米国のみならず世界的に成長鈍

化が懸念されるところとなり、国内政局の動向もあって、不透明感が増してきております。 

このような環境下、「機能製品事業」におきましては、さらなる生産能力増強の効果を最大限生かす

と共に、海外生産及び事業移管の拡大によりコスト競争力強化を図ってまいります。なお、米国におけ

るポリグリコール酸樹脂（PGA）製造・販売事業立ち上げに注力いたしますが、当期中は費用発生のみ

に止まります。「化学製品事業」におきましては、工業薬品における原燃料価格高騰の製品価格転嫁を

さらに推進すると共に、国内における医薬品の回復・拡販に努め、引き続き海外中心に医薬・農薬の市

場拡大を図ってまいります。「樹脂製品事業」におきましては、国内における業務用食品包装材が新型

自動充填結紮機納入を糸口とした状況打開の方向に加えて、樹脂加工のベトナム移管により国内外最適

生産・販売体制を構築すると共に、コンシューマー・グッズのリニューアルを核とした市場浸透、商品

価値を反映する市場価格形成を継続してまいります。「その他事業」におきましても、原価低減及び高

付加価値化を推進すると共に、前期の建設関連分野における建築基準法改正の影響による遅れを挽回し

てまいります。これら諸施策を通じて、当社及びグループ各社は、所期の年間利益目標を達成するべく

注力してまいります。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第1四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第1四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。又、新たに確定した重要な設備の新

設、除却等の計画はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 600,000,000

計 600,000,000

種類
第1四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(2008年6月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(2008年8月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 183,683,909 183,683,909

東京証券取引所
（市場第1部）  
大阪証券取引所 
（市場第1部）

株主としての権利内容に制
限のない、標準となる株式  

計 183,683,909 183,683,909 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】 

新株予約権 

当社は会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

  
  2007年6月27日開催の定時株主総会及び取締役会の決議に基づく新株予約権 

 
(注) 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。        

   ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により割

当株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。 

  

   調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率  

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

第1四半期会計期間末現在 
(2008年6月30日)

新株予約権の数（個） 475（注）  

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 47,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 2007年7月18日～2037年7月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 551 
資本組入額 276

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日
の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約
権を一括してのみ行使することができる。 
②新株予約権者が2007年6月27日から2008年6月26日ま
での間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役
の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、
行使できる新株予約権の数を減ずるものとする。 
③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当
者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することがで
きないものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

2008年4月1日から 
2008年6月30日まで 

― 183,683,909 ― 12,460 ― 10,203
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(5) 【大株主の状況】 

当第1四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。 

  

(注)  1 当第1四半期会計期間において、りそな信託銀行株式会社並びにその共同保有者である預金保険機構から

2008年4月21日付の大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、2008年4月15日現在で以下の株式を所

有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第1四半期会計期間末日現在における実質所有株式

数の確認ができません。 

  なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

 
    2 当第1四半期会計期間において、日興アセットマネジメント株式会社並びにその共同保有者である日興シテ

ィグループ証券株式会社、日興アセットマネジメントヨーロッパリミテッドから2008年6月5日付の大量保有

報告書の変更報告書の写しの送付があり、2008年5月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受け

ておりますが、当社として当第1四半期会計期間末日現在における実質所有株式数の確認が出来ません。 

  なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。 

 
  

(6) 【議決権の状況】 

当第1四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することが

できませんので、直前の基準日である2008年3月31日現在の株主名簿により記載しております。 

① 【発行済株式】 

        2008年3月31日現在

 
(注) 1 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が25,000株含まれておりま  

 す。又、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数25個が含まれております。 

     2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式等が以下のとおり含まれております。 

    (自己保有株式) 

     ㈱クレハ                  449株 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数
の割合（％）

りそな信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町1－1－2 5,283 2.88

預金保険機構 東京都千代田区有楽町1－12－1 1,969 1.07

計 ― 7,252 3.95

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数
の割合（％）

日興アセットマネジメント
株式会社 

東京都港区赤坂9－7－1
ミッドタウン・タワー 

5,741 3.13

日興シティグループ証券 
株式会社 

東京都千代田区丸の内1－5－1 510 0.28

日興アセットマネジメント
ヨーロッパリミテッド 

1 London Wall, London, EC2Y
5AD, U.K.  英国 ロンドン市 
ロンドンウォール 1 

5,476 2.98

計 ― 11,727 6.38

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等)

 (自己保有株式)
普通株式  3,012,000 
 (相互保有株式) 
普通株式   15,000 

―
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 普通株式 179,902,000 179,902 同上 

単元未満株式 普通株式   754,909 ― 同上 

発行済株式総数 183,683,909 ― ―

総株主の議決権 ― 179,902 ―
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② 【自己株式等】 

  2008年3月31日現在 

 
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株（議決権1個）あります。

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」欄に含まれております。 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は東京証券取引所（市場第1部）におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

 (自己保有株式) 

㈱クレハ 
東京都中央区日本橋
浜町3－3－2 

3,012,000 ─ 3,012,000 1.64

 (相互保有株式) 

エルメック電子工業㈱ 
新潟県新潟市北区木崎
尾山前778－45 

15,000 ─ 15,000 0.01

計 ― 3,027,000 ― 3,027,000 1.65

２ 【株価の推移】

月別
2008年 
4月 5月

 
6月

最高(円) 658 658 643

最低(円) 609 603 590

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第1四半期連結累計期間（2008年4月1日か

ら2008年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人日本橋事務所による四半期レビュ

ーを受けております。 

  

1 四半期連結財務諸表の作成方法について

2 監査証明について
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１ 【四半期連結財務諸表】 
(1) 【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第1四半期 
連結会計期間末 
(2008年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2008年3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,593 6,120

受取手形及び売掛金 31,448 35,120

有価証券 5 5

製品 13,713 13,940

原材料 4,718 3,262

仕掛品 4,825 2,875

その他 9,414 8,350

貸倒引当金 △179 △187

流動資産合計 70,539 69,487

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  26,648 ※1  26,269

機械装置及び運搬具（純額） ※1  25,035 ※1  25,309

その他（純額） ※1  21,281 ※1  20,184

有形固定資産合計 72,965 71,763

無形固定資産   

のれん 22 －

その他 872 935

無形固定資産合計 894 935

投資その他の資産   

投資有価証券 30,454 29,489

その他 15,791 16,248

貸倒引当金 △575 △575

投資その他の資産合計 45,670 45,162

固定資産合計 119,530 117,861

資産合計 190,070 187,349
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(単位：百万円)

当第1四半期 
連結会計期間末 
(2008年6月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(2008年3月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,536 20,601

短期借入金 14,995 18,542

未払法人税等 1,214 2,159

賞与引当金 736 2,025

役員賞与引当金 30 102

その他 13,911 14,843

流動負債合計 52,425 58,274

固定負債   

社債 15,000 5,000

長期借入金 8,125 8,498

退職給付引当金 2,288 2,417

役員退職慰労引当金 360 451

負ののれん － 309

その他 8,078 7,815

固定負債合計 33,852 24,492

負債合計 86,277 82,766

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,460 12,460

資本剰余金 10,013 10,013

利益剰余金 72,110 72,218

自己株式 △1,557 △1,553

株主資本合計 93,027 93,138

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,552 10,224

繰延ヘッジ損益 △2 △6

為替換算調整勘定 △987 29

評価・換算差額等合計 9,562 10,248

新株予約権 26 19

少数株主持分 1,176 1,175

純資産合計 103,793 104,582

負債純資産合計 190,070 187,349
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(2) 【四半期連結損益計算書】 
【第1四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第1四半期連結累計期間 
(自 2008年4月1日 
 至 2008年6月30日) 

売上高 34,418

売上原価 24,498

売上総利益 9,920

販売費及び一般管理費 ※1  7,345

営業利益 2,574

営業外収益  

受取利息 20

受取配当金 360

持分法による投資利益 92

負ののれん償却額 31

その他 128

営業外収益合計 634

営業外費用  

支払利息 163

売上割引 104

その他 203

営業外費用合計 471

経常利益 2,737

特別利益  

固定資産売却益 29

その他 13

特別利益合計 43

特別損失  

たな卸資産評価損 869

固定資産除売却損 176

その他 67

特別損失合計 1,114

税金等調整前四半期純利益 1,666

法人税等 ※2  910

少数株主損失（△） △35

四半期純利益 790
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第1四半期連結累計期間 
(自 2008年4月1日 
 至 2008年6月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,666

減価償却費 2,374

負ののれん償却額 △31

引当金の増減額（△は減少） △287

受取利息及び受取配当金 △381

支払利息 163

持分法による投資損益（△は益） △92

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 146

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 10

売上債権の増減額（△は増加） 3,400

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,963

その他の資産の増減額（△は増加） △1,371

仕入債務の増減額（△は減少） △437

その他の負債の増減額（△は減少） △1,841

その他 △85

小計 269

利息及び配当金の受取額 381

利息の支払額 △138

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,008

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,495

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,577

有形及び無形固定資産の売却による収入 85

有形固定資産の除却による支出 △87

投資有価証券の取得による支出 △384

出資金の払込による支出 △0

貸付けによる支出 △170

貸付金の回収による収入 64

営業譲受による支出 △300

その他 △52

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,421
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(単位：百万円)

当第1四半期連結累計期間 
(自 2008年4月1日 
 至 2008年6月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △3,100

長期借入れによる収入 679

長期借入金の返済による支出 △1,309

社債の発行による収入 9,942

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △756

少数株主への配当金の支払額 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,432

現金及び現金同等物に係る換算差額 △41

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 473

現金及び現金同等物の期首残高 6,120

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  6,593
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  

当第1四半期連結会計期間 

(自 2008年4月1日 

 至 2008年6月30日) 

1 連結の範囲に関する事項の変更 

(1)連結の範囲の変更 

前連結会計年度において連結子会社でありました㈱クレハテクノメンテは、2008年4月に100％親

会社である㈱クレハエンジニアリング（連結子会社）に吸収合併されております。 

(2)変更後の連結子会社の数 34社 

2 会計処理基準に関する事項の変更 

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9

号）を当第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益及び経常利益が48百万円、

税金等調整前四半期純利益が917百万円、四半期純利益が546百万円それぞれ減少しております。な

お、当該変更がセグメントに与える影響は軽微であるため、当該箇所への記載は省略しておりま

す。 

(2)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員

会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を当第1四半期連結会計期間から適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。なお、当該変更がセグメントに与える影響は軽

微であるため、当該箇所への記載は省略しております。 

(3)リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成5年6月17日 最終改正平成19年3月

30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成6年1月18日 最終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第1四半期連

結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リー

ス資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定

する方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産を有形固定資産「その他」に15百万円

計上しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。 
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【簡便な会計処理】 

  

 
  

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】 

  

 
  

当第1四半期連結会計期間 

(自 2008年4月1日 

 至 2008年6月30日) 

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

当第1四半期連結会計期間 

(自 2008年4月1日 

 至 2008年6月30日) 

1 原価差異の繰延処理 

季節的に変動する操業度により発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解

消が見込まれるため、当該原価差異を流動資産として繰延べております。 

2 税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

(四半期連結損益計算書関係) 

第1四半期連結累計期間 

  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

当第1四半期連結会計期間末 

(2008年6月30日) 

前連結会計年度末 

(2008年3月31日) 

※1  有形固定資産の減価償却累計額は、154,838百万
円であります。 

※1   有形固定資産の減価償却累計額は、153,468百万
円であります。 

 2  保証債務 

     従業員の金融機関からの借入金に対する保証 

                    441百万円 

 2  保証債務 

     従業員の金融機関からの借入金に対する保証 

                    454百万円 

当第1四半期連結累計期間 

(自 2008年4月1日 

 至 2008年6月30日) 

※1  販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとおりであります。 

 
※2  「法人税等」には、「法人税等調整額」を含めて表示しております。 

給料 1,696百万円 

賞与引当金繰入額 286百万円 

退職給付費用 149百万円 

研究開発費 1,448百万円 

当第1四半期連結累計期間 

(自 2008年4月1日 

 至 2008年6月30日) 

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(2008年6月30日現在)
  

現金及び預金勘定 6,593百万円 

現金及び現金同等物 6,593百万円 

─ 27 ─



(株主資本等関係) 

当第1四半期連結会計（累計）期間（自 2008年4月1日 至 2008年6月30日） 

1 発行済株式に関する事項 

 
  

2 自己株式に関する事項 

 
  

3 新株予約権等に関する事項 

 
  

4 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

   
(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

5 株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(リース取引関係) 

当第1四半期連結会計期間（自 2008年4月1日 至 2008年6月30日） 

 リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は

前連結会計年度末に比べて著しい変動がありません。 

  

(有価証券関係) 

当第1四半期連結会計期間末（2008年6月30日） 

 有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末に比べて著しい変動があり

ません。 

  

株式の種類 

当第1四半期 

連結会計期間末 

(株) 

 普通株式 183,683,909 

株式の種類 

当第1四半期 

連結会計期間末 

(株) 

 普通株式 3,018,463 

内訳 

当第1四半期 

連結会計期間末残高 

(百万円) 

ストック・オプションと
しての新株予約権 

26 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

(百万円) 

1株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

2008年4月22日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 903 5.0 2008年3月31日 2008年6月3日 

─ 28 ─



(デリバティブ取引関係) 

当第1四半期連結会計期間末（2008年6月30日） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当第1四半期連結会計期間（自 2008年4月1日 至 2008年6月30日） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第1四半期連結累計期間（自 2008年4月1日 至 2008年6月30日） 

 
(注) 1 事業区分の方法 

  機能製品事業、化学製品事業、樹脂製品事業の3事業とその他事業にセグメンテーションしております。 

2 各事業区分の主要製品及び役務の名称 

 
  

機能製品 
事業 

(百万円) 

化学製品
事業 

(百万円) 

樹脂製品
事業 

(百万円) 

その他事業

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高 

(1)外部顧客に対する 
売上高 

9,931 8,057 10,632 5,797 34,418 － 34,418 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

123 57 303 3,607 4,091 (4,091) － 

計 10,054 8,114 10,935 9,404 38,509 (4,091) 34,418 

営業費用 9,236 7,006 10,396 9,166 35,805 (3,961) 31,844 

営業利益 818 1,108 539 237 2,704 (129) 2,574 

事業区分 主要製品等

機能製品
事業

PPS樹脂、ふっ化ビニリデン樹脂 

制電樹脂、静電気障害対策製品 

炭素繊維、球状活性炭、特殊炭素材料 

金属蒸着フィルム 

化学製品
事業

慢性腎不全用剤、抗悪性腫瘍剤 

麦・菜種用殺菌剤、いもち病殺菌剤、種子消毒用殺菌剤 

か性ソーダ、塩酸、液体塩素、次亜塩素酸ソーダ 

モノクロルベンゼン、パラジクロルベンゼン、オルソジクロルベンゼン 

粒状培土、園芸培土 

樹脂製品
事業

家庭用ラップ、流し台用水切りゴミ袋、掃除機用紙パック 

プラスチック製食品保存容器、ふっ化ビニリデン釣糸 

塩化ビニリデン・フィルム、塩化ビニリデン・コンパウンド 

熱収縮多層フィルム、非収縮多層フィルム、多層ボトル 

ラミネート用ハイバリア・フィルム、自動充填結紮機 

その他
事業

環境修復及び産業廃棄物の処理、産業設備の設計・工事監理業務、土木・建築工事の施工請負

業務、運送及び倉庫業務、理化学分析、測定、試験及び検査業務 
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【所在地別セグメント情報】 

当第1四半期連結累計期間（自 2008年4月1日 至 2008年6月30日） 

 
(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー 

(2) その他の地域……アメリカ、中国 

  

【海外売上高】 

当第1四半期連結累計期間（自 2008年4月1日 至 2008年6月30日） 

 
(注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

2 各区分に属する主な国又は地域 

(1) ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー 

(2) アジア……中国 

(3) その他の地域……アメリカ 

3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

(企業結合等関係) 

当第1四半期連結会計期間（自 2008年4月1日 至 2008年6月30日） 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

日本 

(百万円) 

ヨーロッパ 

(百万円) 

その他の地域

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高 

(1)外部顧客に対する 
売上高 

30,613 3,068 736 34,418 － 34,418 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

1,652 29 230 1,912 (1,912) － 

計 32,265 3,098 966 36,330 (1,912) 34,418 

営業費用 30,197 2,874 746 33,818 (1,974) 31,844 

営業利益 2,068 223 219 2,511 62 2,574 

ヨーロッパ 

(百万円) 

アジア 

(百万円) 

その他の地域 

(百万円) 

計 

(百万円) 

Ⅰ 海外売上高 3,704 2,047 1,041 6,793 

Ⅱ 連結売上高 － － － 34,418 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％） 

10.8 5.9 3.0 19.7 
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(１株当たり情報) 

1 1株当たり純資産額 

  

 
(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

2 1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 

第1四半期連結累計期間 

  

 
(注) 1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

 
  

当第1四半期連結会計期間末 

(2008年6月30日) 

前連結会計年度末 

(2008年3月31日) 

1株当たり純資産額 567円85銭 1株当たり純資産額 572円24銭

当第1四半期連結会計期間末 

(2008年6月30日) 

前連結会計年度末 

(2008年3月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 103,793 104,582 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 1,202 1,195 

 （うち新株予約権）（百万円） (26) (19) 

 （うち少数株主持分）（百万円） (1,176) (1,175) 

普通株式に係る純資産額（百万円） 102,590 103,386 

普通株式の発行済株式数（株） 183,683,909 183,683,909 

普通株式の自己株式数（株） 3,018,463 3,012,449 

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の
数（株） 

180,665,446 180,671,460 

当第1四半期連結累計期間 

(自 2008年4月1日 

 至 2008年6月30日) 

1株当たり四半期純利益           4円38銭 

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益    4円38銭 

当第1四半期連結累計期間 

(自 2008年4月1日 

 至 2008年6月30日) 

1株当たり四半期純利益 

 四半期純利益（百万円） 790 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

 普通株式に係る四半期純利益（百万円） 790 

 普通株式の期中平均株式数（株） 180,668,380 

潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 

 四半期純利益調整額（百万円） － 

 普通株式増加数（株） 47,424 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、
前連結会計年度末から重要な変動があったものの概
要 

─── 

─ 32 ─



(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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2008年8月8日

株式会社クレハ 

取締役会 御中 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社クレハの2008年4月1日から2009年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結累計期間(2008年4月1日

から2008年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計

算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

  

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社クレハ及び連結子会社の2008年6

月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

監 査 法 人 日 本 橋 事 務 所

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  小  倉     明  印 

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士  木  下  雅  彦  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の8第1項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成20年8月13日(2008年8月13日) 

【会社名】 株式会社クレハ 

【英訳名】 KUREHA CORPORATION 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩 﨑 隆 夫 

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役常務執行役員 宗 像 敬 吉 

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋浜町3－3－2 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町2－1) 

株式会社大阪証券取引所 

 (大阪市中央区北浜1－8－16) 



当社代表取締役社長岩﨑隆夫及び当社最高財務責任者宗像敬吉は、当社の第96期第1四半期(自 2008年

4月1日 至 2008年6月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されてい

ることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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